
【別　表】

作成日
判定者

１．「建築物が著しく保安上危険となるおそれがある」の判定表

点

点

点

0 点

２．「周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか否か」及び
　　「悪影響の程度と危険等の切迫性」の判定表

　　敷地周囲の状況から見た崩落、落下による影響が敷地外及び第３者に危害を及ぼす恐れ

□ 有り □ 無し

３．総合判定

　 ⇒

⇒

⇒

　 ⇒

保安上危険な建築物の判定表

部　　　位
部位別危険度

Ａランク Ｂランク Ｃランク 評点

基礎、土台、柱
又ははりの状
況

25点 50点 100点

柱、はりが傾斜してい
るもの、土台、柱又は
はりが腐朽し、又は破
損しているもの等小修
理を要するもの

基礎に不同沈下のあ
るもの、柱の傾斜が著
しいもの、はりが腐朽
し、又は破損している
もの、土台又は柱の
数ヶ所に腐朽又は破
損があるもの等、大修
理を要するもの

基礎、土台、柱又はは
りの腐朽、破損又は変
形が著しく崩壊の危惧
があり、建築物の除却
が必要なもの
（1/20超の傾斜など）

外壁の状況 12.5点 25点
（看板、給湯設備等も
あわせて判断）

外壁面の一部に剥落、
破損、飛散等があり、
小修理を要するもの

外壁面に著しい剥落、
ずれ、破損、飛散が生
じており、大修理を要
するもの

屋根の状況 12.5点 25点 50点
（看板、屋上水槽、ア
ンテナ等もあわせて
判断）

屋根ぶき材料の一部に
剥落、ずれ、破損等が
生じており、小修理を
要するもの

屋根ぶき材料に、著し
い剥落、ずれ、破損等
が生じており、大修理
を要するもの

屋根が柱、はりの状況
によって、著しく変形、
若しくは屋根ぶき材料
に、全面的に剥落、ず
れ、破損等が生じてお
り、落下の危惧があり、
建築物の除却が必要
なもの

建築物の危険度（部位別の危険度「評点」の合計）

　注）評点は、「建築物全体の除却」を１００とした場合の危険を解消するための対策（修理等）の
　　　 規模の大きさを点数化したもの

無しの場合の理由

危険度１ 合計した評点が0点を超え100点以下のもの。

危険度０ 合計した評点が0点。(特定空家等に該当せず) 12条（情報提供・助言等）対象

12条で改善されない場合は、
14条1項（助言・指導）対象

危険度２
合計した評点が100点を超えるもののうち、
第３者に危害を及ぼすおそれがないもの。

危険度３
合計した評点が100点を超えるもののうち、
第３者に危害を及ぼすおそれがあるもの。

コメント（構造躯体の危険箇所やその他落下の危険性、周辺への影響やその度合い等）

12条で改善されない場合は、
14条1項（助言・指導）対象

12条、14条１項で改善されない場合
は、14条第２項（勧告）対象


